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参考資料１ 

子ども・子育て新制度について 

 

１ 近年の国と西宮市の動き 

年 国 西宮市 

H15(2003) 

 

 

H16(2004) 

 

 

 

 

H18(2006) 

 

 

H19(2007) 

 

 

 

 

 

 

H20(2008) 

 

 

 

 

 

H22(2010) 

 

 

 

 

 

 

H23(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24(2012) 

 

 

 

 

 

H25(2013) 

  

少子化社会対策大綱 

子ども・子育て応援プラン 

（少子化社会対策会議決定） 

新しい少子化対策について 

（少子化社会対策会議決定） 

「子どもと家族を応援する日

本」重点戦略 

（少子化社会対策会議決定） 

「待機児童ゼロ作戦」について 

待機児童対策「先取り」プロジ

ェクト 

地方公共団体、企業等におけ

る行動計画の策定・実施 

仕事と生活の調和憲章 

仕事と生活の調和推進のための

行動指針 

子ども・子育て新システム検討

会議 

（少子化社会対策会議決定） 

子ども・子育て新システムの基

本制度案要綱 

（少子化社会対策会議決定） 

子ども・子育て新システムの基

本制度について 

（少子化社会対策会議決定） 

子ども・子育てビジョン 

少子化社会対策基本法 次世代育成対策推進法 

子ども・子育て新システムに関

する中間とりまとめについて 

（少子化社会対策会議決定） 

西宮市次世代

育成行動計画

（前期） 西宮市社会保障審議会

答申「西宮市の保育サ

ービスのあり方につい

て」 

西宮市立保育所民

間移管計画案 

西宮市立幼稚園将来構想検討

委員会答申 

西宮市保育所待機児童解消

計画 

西宮市立幼稚園教育振興プラ

ン素案・同パブリックコメン

ト 

西宮市次世代

育成行動計画

（後期） 
西宮市幼児期の教育・

保育審議会設置 

H25.7 西宮市幼児期の教育・保育審議会答申 

H25.8 第１回西宮市子ども・子育て会議 

子ども・子育て関連３法成立 

子ども・子育て関連３法案 

（閣議決定 国会提出） 

待 機 児 童 対
策 プ ロ ジ ェ
ク ト ・ チ ー
ム 設 置 （ 後
に 参 事 配
置 、 課 に 移
行） 

こども部設置 
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参考資料１ 

２ 子ども・子育て関連３法（主に国の第１回子ども・子育て会議資料より） 
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参考資料１ 
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参考資料１ 
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参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

国の第５回子ども・子育て会議資料より 
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国の第５回子ども・子育て会議資料より 

国の第５回子ども・子育て会議資料より 
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参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下国の第５回子ども・子育て会議資料より 
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参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
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参考資料１ 

（参考） 

子ども・子育て支援新制度により、利用者に生じる違いなど 

 

Ｑ 入所・入園などの手続きはどう変わるの？ 

・ 認定こども園、幼稚園への入園や保育所への入所など幼児期の学校教育・保育を受け

ることを希望される場合は、西宮市に申請して「保育の必要性*」の認定を受けていた

だき、西宮市からは、認定結果に応じた「認定証」を交付します。 

・ 認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育（保育ルーム）などの中から、それぞれ

のニーズに合った施設や事業を西宮市と相談いただいたりしながらご利用いただきま

す。 

・ 保護者は、認定に応じ、希望する施設を選択します。このとき「正当な理由」がある

場合を除き（「定員を上回る」は正当な理由）、施設は応諾義務があります。保育が必

要な方の施設や事業の利用申込みについては、西宮市が必要に応じて、利用調整やあ

っせんなどを行います。 

 

＊これまでは「保育に欠ける（保護者が子どもを保育することができず、同居している

親族も保育できないような状態など）」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度で

は、保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を

西宮市が認定します。 

 

 

 

Q 「保育所」や「幼稚園」はどうなるの？ 

・ 既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され

続ける場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行す

る場合もあります。 

・ 幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、「質の高い幼

児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国で

は、「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進する

こととしています。 
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参考資料２ 

西宮市の人口動向等 

 

１ 人口の動向 

(1) 人口の推移と将来予測（西宮市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 出生の動向 

ア 出生数の推移（西宮市・全国） 
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（資料：人口動態統計） 
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参考資料２ 

イ 合計特殊出生率の推移（西宮市・全国） 

（合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１人の女子が仮にその年

次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子供数に相当する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：人口動態統計） 

 

２ 世帯や就労の状況 

(1) 世帯の動向 

 ア 世帯数と一世帯あたりの人数（西宮市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 
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  イ 世帯の家族類型別割合（西宮市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

 

 

(2) 女性の年齢別就労状況（西宮市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 
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参考資料３ 

西宮市の幼稚園、保育所等の現状 

 

１ 幼稚園と保育所 

 (1) 保育所と幼稚園（現行法による） 

 幼稚園 保育所 

根拠法令 学校教育法 児童福祉法 

施設の区分 学校 児童福祉施設 

目的 義務教育及びその後の教育の基礎を

培うものとして、幼児を保育し、幼

児の健やかな成長のために適当な環

境を与えて、その心身の発達を助長

する（学教法第 22 条） 

日日保護者の委託を受けて、保育に

欠けるその乳児又は幼児を保育する

（児福法第３９条第１項） 

対象 満３歳～小学校就学前の幼児  ０歳～就学前の保育に欠ける児童 

（ただし、保育に欠ける 18 歳未満

の児童を保育所で預かることもでき

る） 

開設日数 39 週以上（春夏冬休みあり） 規定なし（約 300 日<月～土>） 

時間 ４時間を標準  

※預かり保育を実施  

８時間を原則  

※延長保育を実施  

内容 幼稚園教育要領 

保育＝教育 

生活の場は家庭 

保育所保育指針 

保育＝養護＋教育 

保育所は生活の場 

設置主体 地方公共団体、学校法人（特例あ

り） 

制限なし 

設置認可権者 公立（届出）：県教委 

私立（認可）：県知事 

公立     ： － 

私立（認可）：県知事（大都市特例：

政令市・中核市長） 

入園等手続き 保護者と施設との直接契約 保護者は市町村に申込み、市町村は

入所決定を行う。 

保育料 施設が保育料を設定、徴収 

（所得に応じて就園奨励費を助成） 

市町村が保育料を設定、徴収 

（所得に応じた負担） 

運営費 公立 一般財源（交付税措置） 

私立 私立学校助成費補助金等 

（国、県、市） 

公立 一般財源（交付税措置） 

私立 保育所運営費負担金 

（国：1／2、中核市：1／2） 

施設整備費 公立 学校施設環境改善交付金 

私立 私立学校施設整備費補助金 

公立 一般財源 

私立 安心こども基金 

職員配置基準 １学級の幼児数は、35 人以下を原則

とする 

（幼稚園設置基準） 

0 歳児     概ね 3：1 

満 1・2 歳児   〃 6：1 

満 3 歳児     〃 20：1 

満 4 歳児以上   〃 20：1※ 

※国基準では、30：1 

職員資格 幼稚園教諭（普通免許状） 保育士（国家資格） 

施設基準 保育室・遊戯室（兼用可） 

職員室・保健室（兼用可） 

便所 

手洗用設備・足洗用設備 

飲料水用設備 

 

 

保育室又は遊戯室（満 2 歳以上児） 

乳児室又はほふく室（満 2 歳未満

児） 

便所 

調理室 

医務室（満 2 歳未満児） 
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 幼稚園 保育所 

運動場（同一敷地内または隣接する

位置に設けることを原則とする） 

屋外遊戯場（満 2 歳以上児）※ 

※国基準では、付近にある公園等代替可 

園舎  1 学級 180 ㎡ 

     2 学級 320 ㎡ 

     3 学級以上 320 ㎡＋1

学級につき 100 ㎡ 

保育室（遊戯室）  － 

園舎    － 

保育室（遊戯室） 

1.98 ㎡／満 2 歳以上児 1 人 

乳児室及びほふく室 

3.30 ㎡／満 2 歳未満児 1 人 

※国基準では、 

乳児室 

1.65 ㎡／満 2 歳未満児 1 人 

ほふく室 

3.30 ㎡／満 2 歳未満児 1 人 

運動場 1 学級 330 ㎡ 

    2 学級 360 ㎡ 

    3 学級 400 ㎡ 

    4 学級以上 400 ㎡＋1 学

級につき 80 ㎡ 

屋外遊戯場 

 3.30 ㎡／満 2 歳以上児 1 人 

 （3 学級(105 人相当）の場合

346.5 ㎡） 

 

 

給食 任意 

※外部搬入や弁当持参可 

必須 

原則自園調理（ただし 3 歳以上児に

ついては条件付で外部搬入可） 

※調理業務の委託は可 

 

施設基準つづき 
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(2) 市内幼稚園一覧（平成２５年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有無 終了時間

1 浜脇 350 76 22% 2,212 964 973
2 用海 70 64 91% 1,500 453 532
3 夙川 140 65 46% 1,905 962 787
4 越木岩 140 56 40% 2,242 993 739
5 大社 170 130 76% 3,199 1,295 811
6 付属あおぞら 105 78 74% 2,543 1,305 799
7 上ケ原 210 67 32% 1,859 1,016 830
8 門戸 140 68 49% 2,288 1,054 806
9 高木 175 143 82% 2,623 948 875

10 瓦木 140 73 52% 2,399 978 851
11 春風 140 66 47% 2,282 865 720
12 今津 100 55 55% 1,200 466 507
13 南甲子園 70 60 86% 1,728 786 546

浜甲子園（休園）
14 高須西 140 45 32% 2,477 892 770
15 鳴尾東 140 64 46% 1,869 988 793
16 鳴尾北 140 50 36% 1,537 735 796
17 小松 210 63 30% 1,877 861 941
18 山口 140 65 46% 1,927 1,201 742
19 名塩 140 50 36% 2,453 1,056 818
20 生瀬 140 58 41% 2,248 651 839

3,000 1,396 47% 42,368 18,469 15,475 -
1 仁川 135 80 59% 2,360 699 531 ○ 17:00

2 すずらん 105 76 72% 965 410 613 ○ 16:00

3 浜甲子園健康 120 84 70% 720 406 539 ○ 20:00

4 甲子園二葉 120 126 105% 1,366 815 602 ○ 18:00

5 上甲子園 280 269 96% 1,669 968 2,044 ○ 19:00

6 こひつじ 160 129 81% 1,462 835 1,141 ○ 17:00

7 甲子園学院 420 192 46% 3,624 1,140 2,914 ○ 18:00

8 甲子園口 180 223 124% 1,891 1,183 882 ○ 18:00

9 仁川学院マリアの園 350 234 67% 6,743 1,608 1,336 ○ 17:00

10 みそら 80 95 119% 688 392 494 ○ 17:00

11 神戸海星女子学院マリア 300 265 88% 6,522 1,612 1,843 ○ 17:30

12 甲東 100 103 103% 1,176 607 569 ○ 17:00

13 武庫川 200 161 81% 1,658 566 1,517 ○ 16:00

14 松風 220 280 127% 1,922 733 1,091 ○ 18:00

15 安井 240 259 108% 1,535 935 1,009 ○ 19:00

16 花園 110 29 26% 750 432 389 ○ 17:00

17 光明 600 425 71% 3,002 1,688 3,163 ○ 18:00

18 甲子園東 160 139 87% 1,286 828 450 ○ 17:00

19 くるみ 80 86 108% 1,078 496 309 ○ 17:00

20 苦楽園口 120 142 118% 1,377 746 454 ○ 16:00

21 香櫨園 300 262 87% 1,976 1,405 916 ○ 17:00

22 つぼみ 200 216 108% 1,045 639 406 ○ 19:00

23 西光 120 110 92% 647 382 483 ○ 18:00

24 一里山 120 129 108% 858 405 544 ○ 16:00

25 関西学院聖和 300 231 77% 3,404 1,311 2,164 ○ 17:00

26 阪急 160 179 112% 1,783 580 1,484 ○ 18:00

27 こばと 250 214 86% 1,334 595 1,012 ○ 17:00

28 西宮甲武 160 169 106% 1,958 670 1,051 ○ 17:00

29 西宮公同 120 164 137% 2,680 1,450 660 ×

30 段上 320 359 112% 3,876 1,266 2,012 ○ 20:00

31 夙川学院短期大学付属 260 176 68% 1,900 1,000 1,679 ○ 18:00

32 甲陽 240 285 119% 3,069 908 1,276 ○ 16:00

33 広田 210 260 124% 2,448 929 1,567 ○ 19:00

34 和光 120 176 147% 1,040 565 655 ○ 17:00

35 松秀 242 230 95% 11,338 3,261 1,942 ○ 16:30

36 武庫川女子大学附属 105 108 103% 2,287 870 1,509 ○ 17:00

37 睦 480 361 75% 2,478 1,152 1,928 ○ 19:00

38 幸 265 341 129% 3,601 723 1,197 ○ 20:00等

39 東山 365 179 49% 2,552 1,044 1,570 ○ 19:00

40 いるか 260 293 113% 2,779 905 1,527 ○ 18:00

8,677 7,839 90% 94,847 37,159 47,472 - 39

11,677 9,235 79% 137,215 55,628 62,947 -

保育時間
園児数

H25.5.1
充足率

H25.5.1

民
間

幼稚園 定員

計

計

合計

敷地面積
（㎡）

園庭面積
（㎡）

-

園によって異なる

月・水
8:40～
11:50

火・木・金
8:40～
14:00

×

預かり保育延床面積
（㎡）

公
立
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ア 市立幼稚園の保育料 

区分 保育料 入園料 

４歳児 １人につき１０,０００円 

５歳児 

１人につき 

年額１１５,２００円 １人につき５,０００円 

 

市立幼稚園保育料の減額・免除（平成２５年度） 

対象 （１）生活保護法による保護を受けている方 

（２）平成２４年度に納入すべき市民税所得割額が年額 77,100 円以

下、又は平成２５年度に納入すべき市民税所得割額が基準額（扶

養する子どもの人数により異なる）以下となる方 

 ＊同一世帯内（同一の住居に居住する者及び生計を一にしている

者）で２人以上に所得がある場合、所得割額の合計額。 

 ＊住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、適用前の市民

税額で審査。 

（３）災害、傷病、失業、営業不振その他の理由により、上記に準じ

た程度に生活困難と認められる方 

内容  

区分 
納付すべき保育料 

月額（円） 

生活保護法による保護を受けている ０ 

市民税非課税（母子・父子家庭） 0 

市民税非課税 １，２００ 

市民税所得割非課税 ２，４００ 

平成２４年度市民税所得割額が 77,100

円以下又は平成２５年度市民税所得割額

が基準額※以下 

 

※家族構成により異なる 

 例：子ども２人の場合 77,100 円 

   子ども１人の場合 66,900 円 

４，８００ 
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イ 私立幼稚園就園奨励助成金 

私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対して、経済的負担の軽減を図るため、助

成金の制度を実施 

就園奨励助成金の基準と金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年額(円) 月額(円) 年額(円) 月額(円) 年額(円) 月額(円)

第１子 Ａ 229,200 19,100 229,200 19,100 229,200 19,100

第２子 Ｂ 268,000 22,330 268,000 22,330 268,000 22,330

第３子以降 Ｃ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｄ 199,200 16,600 207,600 17,300 199,200 16,600

第２子 Ｅ 253,000 21,080 253,000 21,080 253,000 21,080

第３子以降 Ｆ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｇ 199,200 16,600 199,200 16,600 199,200 16,600

第２子 Ｈ 253,000 21,080 253,000 21,080 253,000 21,080

第３子以降 Ｉ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｊ 115,200 9,600 164,400 13,700 149,400 12,450

第２子 Ｋ 211,000 17,580 211,000 17,580 211,000 17,580

第３子以降 Ｌ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｍ 62,200 5,180 106,800 8,900 91,800 7,650

第２子 Ｎ 185,000 15,415 185,000 15,415 185,000 15,415

第３子以降 Ｏ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子･２子 Ｐ - - 106,800 8,900 91,800 7,650

第３子以降 Ｑ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

- - - - - -

第３子以降 Ｑ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ａ’ - - - - - -

第２子 Ｂ’ 249,000 20,750 249,000 20,750 249,000 20,750

第３子以降 Ｃ’ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｄ’ - - - - - -

第２子 Ｅ’ 226,000 18,330 226,000 18,330 226,000 18,330

第３子以降 Ｆ’ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｇ’ - - - - - -

第２子 Ｈ’ 226,000 18,830 226,000 18,830 226,000 18,830

第３子以降 Ｉ’ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｊ’ - - - - - -

第２子 Ｋ’ 163,000 13,580 164,400 13,700 163,000 13,580

第３子以降 Ｌ’ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子 Ｍ’ - - - - - -

第２子 Ｎ’ 114,000 9,500 114,000 9,500 114,000 9,500

第３子以降 Ｏ’ 308,000 25,665 308,000 25,665 308,000 25,665

第１子･２子 Ｐ’

第３子以降 Ｑ’

総所得金額800万円以上の世帯 - - - - - -

※基準となる市民税所得割額は、扶養する子どもの人数によって変動。上記は子ども２人の場合

注１：就園奨励助成金の金額について

　　　助成対象は平成25年度の入園料及び保育料。就園奨励助成金の金額が保護者の支払額を超える場合は、支払額を

　　　を限度額として調整し、交付決定する。

注２：支給区分について

　（１）小学校（特別支援学校等含む）１～３年生の兄姉がいない園児の場合

　　・第１子…１人就園の場合及び同一世帯から２人以上幼稚園等に就園している場合の最年長者

　　・第２子…同一世帯から２人以上幼稚園等に就園している場合の次年長者

　　・第３子以降…同一世帯から３人以上幼稚園等に就園している場合の第１子・第２子以外の園児

　（２）小学校１～３年生の兄姉がいる園児の場合

　　・第２子…１人就園の場合及び同一世帯から２人以上幼稚園等に就園している場合の最年長者

　　・第３子以降…同一世帯から２人以上幼稚園等に就園している場合の第２子以外の園児

　　　※小学校１～３年生の兄姉を第１子として設定。小学校１～３年生の兄姉に対する支給はなし。

　　　※小学校１～３年生に２人以上兄姉がいる場合は「第３子以降」とする。

注３：住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合は、適用前の市民税所得割額で審査する。

91,800 7,650

小
学
校
１
〜

３
年
生
の
兄
姉
が
い
る
園
児
の
場
合

第１子･２子･３子以降

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
-

総所得金額800万円以上の世帯

- 106,800 8,900

第１子･２子

市民税の所得割額が
年額211,200円※以下の世帯

Ⅴ

市民税の所得割額が年額211,201円
※以上
かつ総所得金額800万円未満の世帯

Ⅳ

市民税の所得割額が年額211,201円
※以上かつ総所得金額800万円未満
の世帯

市民税の所得割額が
年額211,200円※以下の世帯

市民税所得割非課税世帯
（均等割のみ課税）

市民税の所得割額が
年額77,100円※以下の世帯

生活保護世帯

市民税非課税世帯
（所得割、均等割とも）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

小
学
校
１
〜

３
年
生
の
兄
姉
が
い
な
い
園
児
の
場
合

５ 歳 児

市民税の所得割額が
年額77,100円※以下の世帯

区 分

生活保護世帯

市民税非課税世帯
（所得割、均等割とも）

市民税所得割非課税世帯
（均等割のみ課税）

基準（平成25年度市民税額［年額］）
階
層

満３歳・３歳児 ４ 歳 児
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(3) 市内保育所一覧（平成２５年８月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 朝日愛児館 50 54 108.00% 824 595 228 7:30～18:00 18:00～19:00

2 小松朝日保育所 120 124 103.33% 1,077 432 742 7:30～18:00 18:00～19:00

3 建石保育所 90 111 123.33% 1,483 435 639 7:30～18:00 18:00～19:00

4 鳴尾保育所 120 117 97.50% 1,302 510 728 7:30～18:00 18:00～19:00

5 芦原保育所 120 124 103.33% 1,229 422 716 7:30～18:00 18:00～19:00

6 学文殿保育所 90 115 127.78% 1,170 491 643 7:30～18:00 18:00～19:00

7 用海保育所 60 83 138.33% 675 336 645 7:30～18:00 18:00～19:00

8 浜甲子園保育所 90 118 131.11% 1,157 607 550 7:30～18:00 18:00～19:00

9 瓦木北保育所 90 108 120.00% 1,359 488 747 7:30～18:00 18:00～19:00

10 今津文協保育所 90 112 124.44% 895 505 666 7:30～18:00 18:00～19:00

11 鳴尾東保育所 80 101 126.25% 1,389 762 653 7:30～18:00 18:00～19:00

12 むつみ保育所 90 118 131.11% 1,603 425 767 7:30～18:00 18:00～19:00

13 浜脇保育所 120 128 106.67% 1,576 672 831 7:30～18:00 18:00～19:00

14 津門保育所 90 118 131.11% 1,279 496 710 7:30～18:00 18:00～19:00

15 瓦木みのり保育所 130 139 106.92% 1,180 807 746 7:30～18:00 18:00～19:00

16 甲東北保育所 90 102 113.33% 1,038 429 655 7:30～18:00 18:00～19:00

17 北夙川保育所 120 128 106.67% 980 439 698 7:30～18:00 18:00～19:00

18 今津南保育所 80 101 126.25% 1,126 322 635 7:30～18:00 18:00～19:00

19 上之町保育所 100 131 131.00% 1,190 360 643 7:30～18:00 18:00～19:00

20 鳴尾北保育所 80 93 116.25% 1,085 380 704 7:30～18:00 18:00～19:00

21 高須東保育所 120 114 95.00% 1,351 467 734 7:30～18:00 18:00～19:00

22 大社保育所 120 128 106.67% 1,478 443 724 7:30～18:00 18:00～19:00

23 高須西保育所 120 113 94.17% 1,435 467 723 7:30～18:00 18:00～19:00

2,260 2,580 114.16% 27,882 11,289 15,526 - -

1 幸和園保育所 210 173 82.38% 1,207 546 1,037 7:00～18:00 18:00～19:00

2 幸和園南園（分園） 30 29 96.67% 190 0 190 7:30～18:30 18:30～19:00

3 一麦保育園 160 184 115.00% 1,868 749 957 7:30～18:30 18:30～19:00

4 月影保育所 60 66 110.00% 495 276 312 7:30～18:30 18:30～19:00

5 パドマ保育園 60 63 105.00% 1,314 508 550 7:30～18:30 18:30～19:00

6 マーヤ保育園 60 69 115.00% 396 218 368 7:30～18:30 18:30～19:00

7 船坂保育園 40 46 115.00% 587 330 236 7:30～18:30 18:30～19:00

8 やまよし保育園 160 173 108.13% 1,728 1,135 723 7:00～18:00 18:00～19:00

9 名塩保育園 60 48 80.00% 1,388 599 338 7:30～18:30
7:00～7:30

18:30～19:00

10 聖和乳幼児保育ｾﾝﾀｰ 120 133 110.83% 1,000 380 876 7:30～18:30 18:30～19:00

11 甲子園保育所 150 134 89.33% 1,383 667 1,161 7:00～18:00 18:00～19:00

12 段上保育所 120 135 112.50% 1,028 334 760 7:00～18:00 18:00～19:00

13 ちどり保育園 60 70 116.67% 1,298 472 528 7:30～18:30 18:30～19:00

14 なぎさ保育園 70 84 120.00% 1,225 416 599 7:00～18:00 18:00～19:00

15 新甲東保育園 90 106 117.78% 1,214 444 1,010 7:00～18:00 18:00～19:00

16 なでしこ保育園 60 68 113.33% 260 139 459 7:30～18:30 18:30～19:00

17 安井保育園 90 108 120.00% 1,048 361 787 7:00～18:00 18:00～19:00

18 安井さくら保育園（分園） 60 69 115.00% 865 224 320 7:00～18:00 18:00～19:00

19 西宮YMCA保育園 60 71 118.33% 651 171 561 7:30～18:30 18:30～19:00

20 みどり園保育所 90 107 118.89% 832 343 737 7:00～18:00 18:00～19:00

21 ひかり保育園 90 101 112.22% 981 250 690 7:00～18:00 18:00～19:00

22 あんず保育園 45 53 117.78% 299 111 326 7:30～18:30 18:30～19:00

23 東山ぽぽ保育園 46 48 104.35% 1,031 115 499 7:30～18:30 18:30～19:00

24 　　　〃　　　（分園） 89 88 98.88% 1,481 273 532 7:30～18:30 18:30～19:00

25 夙川宝保育園 50 57 114.00% 877 137 290 7:30～18:30
7:00～7:30

18:30～19:00

26 ゆめっこ保育園　 50 60 120.00% 320 136 420 7:00～18:00 18:00～20:00

27 ニコニコ桜保育園 60 59 98.33% 927 290 593 7:30～18:30 18:30～19:00

28 ニコニコ桜夙水園 30 27 90.00% 889 463 192 7:30～18:30 18:30～19:00

29 西宮夢保育園 60 69 115.00% 498 119 407 7:00～18:00 18:00～20:00

30 西北夢保育園（分園） 100 113 113.00% 1,415 368 715 7:00～18:00 18:00～19:00

31 つぼみの子保育園 20 22 110.00% 357 61 152 7:30～18:30 18:30～19:00

32 めばえの子保育園 30 33 110.00% 206 0 206 7:30～18:30 18:30～19:00

33 武庫川女子付属保育園 90 91 101.11% 2,274 312 1,451 7:00～18:00 18:00～19:00

34 かえで保育園 60 79 131.67% 1,124 281 750 7:00～18:00 18:00～19:00

35 善照マイトレーヤ保育園 79 68 86.08% 440 211 623 7:00～18:00 18:00～19:00

36 西宮つとがわYMCA保育園 60 61 101.67% 775 201 654 7:30～18:30 18:30～19:00

37 のぞみ夢保育園 60 72 120.00% 505 243 797 7:00～18:00 18:00～19:00

38 夙川夢保育園（分園） 60 74 123.33% 705 254 494 7:00～18:00 18:00～19:00

39 つぼみ夢保育園（分園） 30 30 100.00% 437 0 797 7:00～18:00 18:00～19:00

40 まつぼっくり保育園 120 76 63.33% 1,501 362 1,250 7:00～18:00 18:00～19:00

41 段上認定こども園きりん園 60 57 95.00% 2,913 104 554 7:30～18:30 18:30～19:30

3,099 3,274 105.65% 39,932 12,605 24,903 - -

5,359 5,854 109.24% 67,814 23,894 40,429 - -

開所時間
延長保育

時間

合計

延床面積
（㎡）

敷地面積
（㎡）

園庭面積
（㎡）

民
間

保育所 定員

公
立

入所数
H25.5.1

充足率
H25.4.1
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保育料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 保育所需要率と幼稚園入園率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000
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10%

13%

15%

18%

20%

23%

25%

28%

30%

33%

35%

保
育
需
要
率
と
幼
稚
園
入
園
率

保育所入所数 幼稚園入園数 在家庭等

保育需要率 幼稚園入園率

28,065 

階層区分 ３歳未満児 ３歳以上児

Ａ ０円 ０円

非課税（母子・父子世帯等） ０円 ０円

非課税（上記以外の世帯） ４，５００円 ３，０００円

Ｃ 課税 １０，４００円 ８，８００円

Ｄ１ ９，５００円未満 １６，５００円 １４，８００円

Ｄ２ ９，５００円以上　　４０，０００円未満 ２４，０００円 ２１，６００円

Ｄ３ ４０，０００円以上　　５６，０００円未満 ３５，６００円 ３０，８００円

Ｄ４ ５６，０００円以上　１０３，０００円未満 ３９，１００円 ３３，８００円

Ｄ５ １０３，０００円以上　１２９，０００円未満 ５６，１００円 ３５，４００円

Ｄ６ １２９，０００円以上　４１３，０００円未満 ５９，１００円 ３７，３００円

Ｄ７ ４１３，０００円以上　７３４，０００円未満 ７９，２００円 ３８，１００円

Ｄ８ ７３４，０００円以上 ９８，８００円 ４１，０００円

Ｂ
A階層及びD階層を除い
た世帯。   平成２４年
度の市民税の課税状態
によりＢ、Ｃ階層に区
分する。

A階層を除いて平成２４
年分の所得税が課税さ
れている世帯。右記の
所得税額区分によりＤ
１～Ｄ８階層に区分す
る。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
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２ 認定こども園 

幼稚園、保育所等のうち、次の機能を備え、認定基準を満たす施設で、都道府県知事

から「認定こども園」の認定を受けた施設 

○就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている、いないにか

かわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能） 

○地域における子育て支援を行う機能（すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対

応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能） 

(1) 施設の類型 

認定こども園は、既存の幼稚園や保育所等が、お互いの機能を付加することにより

認定を受ける制度であるため、構成する施設により大きく以下の 4 つの形態（類型）

に分かれる 

幼保連携型 認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行う

ことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ 

幼稚園型 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保

するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機

能を果たすタイプ 

保育所型 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れ

るなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園として

の機能を果たすタイプ 

地方裁量型 

（兵庫県の場合、

「特定認可外保育

施設型」） 

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設

が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ 

 

(2) 市内の認定こども園 

段上認定こども園 幼保連携型 

認定こども園 上甲子園幼稚園 幼稚園型 
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(3) 認定基準の概要（兵庫県の研修会資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 入園等手続き 

利用者と施設との直接契約（直接認定こども園で手続き） 

(5) 利用料 

園が利用料を設定、保護者は園に直接利用料を支払う 
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３ 認可外保育施設 

施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たして認可を受けている

「認可保育所」以外のものの総称 

 

(1) 家庭保育所・保育ルーム 

児童の保育に熱意のある保育士等を西宮市が認定し、自宅や賃貸物件、小学校・幼

稚園の空き教室などで、少人数のお子様を家庭的な雰囲気の中で保育することを目的

としたもの（保育ルームは国の進める「家庭的保育事業」に該当） 

 

対象児童 西宮市民で、保護者が働いている（１日４時間以上かつ週４日以

上、または週１９時間以上の勤務）、病気にかかっているなどの理

由により、昼間家庭で保育が受けられない、健康な低年齢児（施設

により対象年齢が異なる） 

保育体制 １施設５名までを、複数の保育士体制（定員が５名以上の施設や２

施設以上が合同で運営している施設あり） 

開所時間 保育ルーム 平日のみ 7：30～18：00 まで 

家庭保育所 平日 8：00～17：30、土曜 8：00～13：00 まで 

（一部施設において延長保育を実施） 

休日 日曜、祝日、振替休日、年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 4 日

まで） 

保育ルームは土曜日も休日 

利用手続き 認可保育所と同様に市で手続き 

保育料の支払いは直接施設に 

 

家庭保育所一覧（平成２５年８月１日現在） 

 施設名 定員 年齢条件 

1 中田家庭保育所 5 人 ０歳児 

2 森下家庭保育所 5 人 ０歳児～２歳未満児 

3 虹の子家庭保育所 8 人 １０ヶ月～３歳未満児 

4 ひまわり家庭保育所 8 人 ０歳児～３歳未満児 

5 すずらん家庭保育所 5 人 ０歳児 

 

保育ルーム一覧（平成２５年８月１日現在） 

 施設名 定員 年齢条件 

1 保育ルーム MAMA 5 人 ６ヶ月～２歳児 

2 保育ルーム KIDS 4 人 ６ヶ月～２歳児 

3 すくすく保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 

4 ほがらか保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 
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5 くまのこ保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 

6 保育ルームにこにこ 4 人 ６ヶ月～２歳児 

7 ぽっぽ保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 

8 保育ルームポニー 5 人 ６ヶ月～２歳児 

9 保育ルームまっきー 5 人 ６ヶ月～２歳児 

10 保育ルーム木の実 5 人 ６ヶ月～２歳児 

11 保育ルームかりん 5 人 ６ヶ月～２歳児 

12 そらいろ保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 

13 保育ルーム chouchou 5 人 ６ヶ月～２歳児 

14 保育ルームたんぽぽ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

15 保育ルームうさぎ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

16 保育ルームすみれ 5 人 ６ヶ月～３歳児 

17 保育ルームれんげ 5 人 ６ヶ月～３歳児 

18 保育ルームつくし 4 人 ６ヶ月～３歳児 

19 保育ルームぽぷら 5 人 ６ヶ月～２歳児 

20 保育ルームバンビ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

21 保育ルームりんご 5 人 ６ヶ月～２歳児 

22 保育ルームさくらんぼ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

23 保育ルームすまいる 5 人 ６ヶ月～２歳児 

24 保育ルームはなはな 5 人 ６ヶ月～２歳児 

25 保育ルームおひさま 5 人 ６ヶ月～２歳児 

26 ぎんが保育ルーム 5 人 ６ヶ月～２歳児 

27 保育ルームてんとうむし 5 人 １歳児～３歳児 

28 保育ルームちょうちょ 5 人 １歳児～３歳児 

29 保育ルームかたつむり 5 人 １歳児～３歳児 

30 保育ルームみつばち 5 人 １歳児～３歳児 

31 保育ルームとんぼ 5 人 １歳児～３歳児 

32 保育ルームかぶとむし 5 人 １歳児～３歳児 

33 保育ルームそら 5 人 ６ヶ月～２歳児 

34 保育ルームたいよう 5 人 ６ヶ月～２歳児 

35 保育ルームつき 5 人 ６ヶ月～２歳児 

36 保育ルームにじ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

37 保育ルームほし 5 人 ６ヶ月～２歳児 

38 保育ルームキャンディ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

39 保育ルームクッキー 5 人 ６ヶ月～２歳児 

40 保育ルームひだまり 5 人 ６ヶ月～２歳児 

41 保育ルーム花の子 5 人 ６ヶ月～２歳児 

42 保育ルームこもれび 5 人 ６ヶ月～２歳児 

43 保育ルームほっぷ 5 人 ２ヶ月～２歳児 

44 保育ルームすてっぷ 5 人 ２ヶ月～２歳児 

45 保育ルームじゃんぷ 5 人 ２ヶ月～２歳児 

46 保育ルームほほえみ 5 人 ６ヶ月～２歳児 

47 保育ルーム菜のはな 5 人 ６ヶ月～２歳児 

48 保育ルームきのこ 5 人 生後 43 日～２歳児 

49 保育ルームたけのこ 5 人 生後 43 日～２歳児 

50 保育ルームすぎのこ 5 人 生後 43 日～２歳児 
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(2) その他の認可外保育施設（平成２５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員

0歳 1歳 2歳 3歳
4歳～
就学前

学童 合計 H25.4.1

1 ちびっこ天国 1 4 6 0 0 0 11 25
2 はらっぱ保育所 0 3 7 7 16 0 33 35
3 アクティブラーニングスクール甲東園 1 2 4 4 2 0 13 30
4 保育ルームチャイ・ランド　名塩園 0 2 4 0 0 0 6 35
5 たんぽぽハウス 1 1 4 1 3 0 10 13
6 プリモ保育園 0 3 6 2 8 0 19 33
7 夙川プリスクール 6 25 32 38 64 0 165 228
8 ポレ・ポレ西宮北口保育ルーム 0 6 4 3 2 1 16 35
9 チャイルドスクール苦楽園 0 1 4 2 3 0 10 30

10 保育所ちびっこランド阪急北口園 0 4 1 2 2 0 9 30
11 保育ルームあゆみ園 1 0 0 3 2 0 6 10
12 保育所わいわいランドにしのみや東園 1 5 9 2 2 0 19 38
13 チャイルドフレンズミュウミュウ 0 0 2 1 0 0 3 20
14 保育ルームチャイ・ランド　生瀬園 0 0 3 0 0 0 3 35
15 キンダーキッズインターナショナルスクール西宮校 0 11 32 20 33 0 96 108
16 家庭保育園『はじめのいっぽ』 0 2 2 4 0 0 8 10
17 ピッコロ４　保育ルーム 0 4 4 6 4 3 21 40
18 コナミスポーツクラブ本店西宮アネックス 0 0 12 23 43 0 78 100
19 チャイルドルームこどもの森 3 4 3 2 0 0 12 40
20 ピッコロ５　保育ルーム 1 4 5 3 10 3 26 30
21 みんなげんき虹っ子保育所 0 5 12 4 1 0 22 20
22 保育所　なかよし 0 1 2 2 0 0 5 17
23 西宮幼児アカデミー保育園 0 0 0 0 8 0 8 30
24 チャイルドケアハウス　トット 1 7 4 4 4 0 20 20
25 インターナショナルスクールＴＲＥＥ　ＨＯＵＳＥ夙川校 0 1 10 11 18 0 40 43
26 ラビキッズワールドららぽーと保育園 0 2 11 1 4 0 18 30
27 都市型保育園ポポラー兵庫武庫川園 5 25 19 11 6 0 66 97
28 MOMO　Ｋｉｄ’ｓ 1 4 4 4 3 0 16 15
29 西宮こもれびキンダーガーデン 0 4 3 4 1 0 12 12
30 保育所　すこやか 0 2 3 0 5 0 10 40
31 みんなげんき松ヶ丘虹っ子保育所 0 2 2 1 2 0 7 20
32 保育園　パステルの森 1 8 11 7 3 0 30 45
33 リッツナーサリースクール 0 0 1 3 0 0 4 10
34 保育所ちびっこランド西宮ひろた園 0 4 2 3 1 0 10 20
35 保育所ちびっこランド西宮今津園 0 3 7 4 4 0 18 30
36 関西インターナショナルスクール芦屋校 0 17 24 20 35 0 96 114
37 西宮インターナショナルスクール 0 3 20 10 10 0 43 72
38 インターナショナルプリスクール　ブルードルフィンズ　香櫨園校 0 0 19 12 23 0 54 54
39 あしだ保育園 0 5 5 0 1 0 11 30
40 ＰＥＲＡ　ＰＥＲＡ　ＳＣＨＯＯＬ 0 3 4 3 0 12 22 30
41 アイリスプライベートスクール 0 1 2 3 4 0 10 37

23 178 309 230 327 19 1,086 1,711

42 近畿中央ヤクルト小松保育ルーム 0 1 3 1 2 2 9 15
43 近畿中央ヤクルト甲子園保育ルーム 0 1 4 4 8 0 17 20
44 近畿中央ヤクルト甲陽園保育ルーム 0 1 2 2 4 0 9 15
45 近畿中央ヤクルト甲東保育ルーム 0 1 5 1 6 1 14 18
46 近畿中央ヤクルト鳴尾保育ルーム 0 1 4 1 6 2 14 18
47 近畿中央ヤクルト西宮北口保育ルーム 0 4 3 2 3 0 12 15
48 西宮渡辺病院 1 5 3 2 6 0 17 25
49 明和保育所 1 9 8 5 4 0 27 40
50 明和病院夜間保育所 0 6 8 8 5 5 32 20
51 兵庫県立西宮病院 0 3 4 3 0 0 10 28
52 チューリップ保育所 0 5 4 2 7 5 23 30
53 さくら保育所 1 5 2 3 12 0 23 40
54 マリナ保育所 0 3 3 3 6 3 18 18
55 西宮すなご医療福祉センター内保育所 0 1 1 0 0 0 2 20
56 笹生病院院内保育所 0 11 5 3 5 0 24 20
57 エクセレント西宮キッズ 0 3 2 1 0 0 6 6
58 フェアリー保育所 2 3 1 1 1 0 8 11
59 西宮敬愛会病院内保育所 0 4 7 2 6 0 19 19

5 67 69 44 81 18 284 378

計 56 245 378 274 408 37 1,370 2,089

事
業
所
内
保
育
所

平成25年度児童数（4/1）
施設名

一
般
保
育
施
設
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４ 保育所の待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 小学校就学前児童の居場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所定員と待機児童数の推移（各年度4／1現在）
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（
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保育ルーム等定員

保育所定員

待機児童数

年齢別就学前児童の居場所

76.25% 74.16%

25.33%

7.28%

9.78%

25.39%23.75%
24.23% 22.53% 22.16%

幼稚園,

 0.45%

（21人）

50.44%
70.19% 72.42%
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5.42%
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保育所 幼稚園 在家庭等 (261人)

(3,484人)

(1,066人)

(355人)

(3,424人)

(1,099人)

)

(1,160人)

(1,110人)

(2,310人)

(1,193人）

(3,485人)
(3,506人)

(4,059人)

(1,092人)
(440人)

(4,499人) (4,598人) (4,699人) (4,580人) (4,878人) (4,811人)

0～5歳児：28,065人

在家庭等：12,826人 45.70%

幼稚園：9,239人 32.92%

保育所等：6,000人 21.38%

（平成25年度）
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５ 児童手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市の実績 

受給者数（平成２４年度末） ４１，２８８人 

支給対象の児童数（同） ６８，２４１人 

支給総額（平成２４年度） ８，７８１，９９４千円 

 

（厚生労働省ホームページより） 
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西宮市の地域子ども・子育て支援事業の現状 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業の対象範囲 

子ども・子育て支

援法第５９条 

国の子ども・子育て会議資料中の名称 

第１号 利用者支援（新規） 

第２号 延長保育事業 

第３号 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

第４号 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新

規） 

第５号 放課後児童クラブ 

第６号 子育て短期支援事業 

第７号 乳児家庭全戸訪問事業  

第８号 養育支援訪問事業 

その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

第９号 地域子育て支援拠点事業  

第１０号 一時預かり 

第１１号 病児・病後児保育事業  

第１２号 ファミリー・サポート・センター事業 

第１３号 妊婦健康診査 

（新規）以外の事業：児童福祉法等により現在も実施している。必要な事業の充実や運

用の改善について国の子ども・子育て会議において検討。 

（新規）事業：国の子ども・子育て会議において、詳細を検討。 
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２ 西宮市における各事業の実施状況 

 

○第２号 延長保育事業 

開所時間を超えて保育を行う事業（※幼稚園における預り保育とは異なる） 

実施保育所 参考資料３のとおり 

延長保育利用延べ児童数 平成２４年度 

 公立：７，８００人 

 民間：７，４７７人 

利用料 公立保育所 

月額 30 分利用 1,500 円 60 分利用 3,000 円 

私立保育所 

30 分延長の場合 月額 2,000 円～4,000 円 
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○第５号 放課後児童クラブ（留守家庭児童育成センター） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校 1～3 年生（障害のある児童は 6 年

生まで）の児童に、授業の終了後適切な遊び及び生活の場を与えて健全な育成を図る

ため市が実施している事業。全小学校区で実施。運営は指定管理者に委託。 

利用要件 児童の保護者のいずれもが次の要件を備えていて、当該児童を健全

育成することができないと認められる場合であって、かつ同居の祖

父母が当該児童を健全育成することができないと認められる場合 

 

（１）昼間に家事以外の労働をすることを常態としていること。 

（２）8 週間以内に出産を予定している者又は出産後 8 週間を経過

しない者。 

（３）疾病にかかり、もしくは負傷し、1 か月以上の入院が生じた

場合。 

（４）その他、上記と同様の状態と認められる場合。 

 

※「労働をすることを常態にしていること」 

一日 4 時間以上（ただし、勤務終了時間が午後 2 時より早い場

合または勤務開始時間が午後 4 時より遅い場合を除きます）の労働

で、かつ月曜日～土曜日に 4 日以上就労している場合をいう。 

利用時間等 

利用できない日 日曜・祝日・年末年始 

（12/29～12/31、1/1～1/3） 

開所日 開所時間 
延長 

（希望者のみ※） 

学校の授業日 下校時 

～午後 5 時 

午後 5 時 

～午後 7 時 
月曜日～

金曜日 
春・夏・冬休み・

学校休業日（創立

記念日等） 

午前 8 時 30 分 

～午後 5 時 

午後 5 時 

～午後 7 時 

土曜日 
午前 8 時 30 分 

～午後 5 時 
なし 

費用 育成料（市が徴収） 

 児童 1 人当り 8,200 円（日割り計算なし） 

 所得状況により減免制度あり 

 延長利用は、別途延長利用料（月額 3,000 円、日割りなし） 

実費徴収金（各指定管理者が徴収） 

おやつ代や教材・行事（交通費）等の実費 月額 2,500 円程度 

定員 育成室の面積について児童 1 人当たり概ね 1 平方メートルを確保 

（待機児童の状況がある場合、施設の定員を超えて利用させる人数
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については、育成室で児童 1 人当たり 1.1 平方メートルを確保） 

利用児童数 ２，６８８人（平成２５年５月１日現在） 

年間 

利用者数 

延べ２９，９６８人（平成２４年度） 

待機児童 平成 25 年度（平成２５年４月１日現在） 

  瓦林 21 名 ⇒ 隣接の瓦木小学校教室を借用し受入れ 

  小松 ７名 ⇒ 鳴尾北育成センターで 5 名受入れ 

            2 名は保護者の意向により待機 

施設一覧（平成２５年４月１日現在） 

育成センター名 定員 育成センター名 定員 育成センター名 定員
1 鳴尾東 60 15 鳴尾 60 29 段上西 60
2 甲子園浜 80 16 鳴尾北 120 30 深津 60
3 香櫨園 80 17 高木 100 31 甲陽園 100
4 春風 100 18 段上 60 32 夙川 60
5 瓦林 40 19 津門 120 33 高須 120
6 上ヶ原南 60 20 用海 100 34 大社 80
7 上甲子園 100 21 広田 100 35 北六甲台 60
8 名塩 40 22 神原 60 36 生瀬 40
9 小松 60 23 瓦木 40 37 山口 60

10 甲東 80 24 平木 60 38 東山台 40
11 南甲子園 80 25 浜脇 160 39 西宮浜 120
12 安井 80 26 上ヶ原 80 40 苦楽園 40
13 北夙川 60 27 高須西 60 定員合計 3000
14 樋ノ口 60 28 今津 60  
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○第６号 子育て短期支援事業（子育て家庭ショートステイ） 

保護者や家族が病気や出産などで、子どもの養育が一時的に困難となった場合、西

宮市が指定している児童福祉施設で預かる事業 

利用対象者 下記の要件全に該当する場合 

 １．西宮市在住 

 ２．子どもの年齢が１８歳未満 

 ３．利用理由が下記のいずれかに該当 

   疾病、出産、看護、冠婚葬祭、出張、事故、災害、失

踪、転勤、育児不安、育児疲れ、 

   学校等の公的行事の参加、その他やむを得ない理由が

あるとき 

利用期間 原則年間７日間を限度 

利用料金  

対象 ２歳児未満 ２歳児以上 

生活保護世帯、母子・父子

の非課税世帯 

０円 ０円 

非課税世帯、母子・父子の

課税世帯 

１，１００円 １，０００円 

その他世帯 ５，３５０円 ２，７５０円  

利用人数 ４５人（平成２４年度） 

延べ日数 １４２日（平成２４年度） 

一覧 

施設種別 施設名 所在地 

児童養護施設 三光塾 西宮市小松西町 

児童養護施設 神戸婦人同情会 尼崎市若王子 

児童養護施設 善照学園 西宮市山口町船坂 

乳児院 明石乳児院 明石市大久保町大窪 

乳児院 伊丹乳児院 伊丹市北野 
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○第７号 乳児家庭全戸訪問事業（健やか赤ちゃん訪問事業） 

対象 生後 2 ヶ月頃の赤ちゃんのいる全ての家庭 

（平成 19 年 10 月から市内 5 校区でモデル実施し、年次的に

実施地区を拡大。平成 22 年 3 月からは市内全域で実施） 

訪問者 地域の民生委員・児童委員、主任児童委員 

訪問時期 赤ちゃんの誕生日の翌々月より 

実績 平成２４年度 

対象家庭数 4,455 件 

訪問家庭数 3,944 件 

未訪問家庭数（拒否・留守等） 511 件 
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○第８号 養育支援訪問事業・その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

  ・養育支援訪問事業（育児支援家庭訪問事業） 

子どもを養育する上で特別な支援が必要な家庭に対して、家事・育児を支援する

ためにヘルパーや保育士などを派遣 

対象 家事や育児の支援が必要であるにもかかわらず、親族などの

支援が得られない家庭 

支援内容 家事援助：食事の準備及び片付け、衣類の洗濯、居室等の清

掃、生活必需品の買物 

育児援助：授乳、オムツ交換、沐浴介助 

育児支援に関する技術的援助（保育士等派遣） 

費用 ヘルパー派遣１回９００円（１時間３０分／回） 

（生活保護、市民税非課税及び母子・父子市民税均等割世帯

０円、市民税均等割及び母子・父子市民税所得割世帯４５０

円） 

実績 平成２４年度 

 ヘルパー派遣：４９件、延べ６２８回 

 保育士等派遣：２７件、５４回 

 

  ・その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

名称 西宮市要保護児童対策協議会（通称「みやっこ安心ネット」 

目的・事業 虐待を受けている児童を始めとする要保護児童(保護者のな

い児童又は保護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童）の早期発見や適切な保護又は要支援児童若しくは

特定妊婦への適切な支援と、関係する機関の連携による組織

的・効果的な対応を図る 

要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦

への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うととも

に要保護児童等に対する支援内容の協議・検討を行う 

構成 西宮市医師会 

西宮市歯科医師会 

西宮警察署 

甲子園警察署 

西宮市民生委員・児童委員会 

神戸地方法務局西宮支局総務課 

西宮人権擁護委員協議会 

社会福祉法人 三光事業団 
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児童養護施設 善照学園 

特定非営利活動法人 エヌ・エフ・ケイ 

財団法人神戸ＹＭＣＡ 

西宮こども家庭センター 

兵庫県教育委員会阪神教育事務所教育振興課 

西宮市関係課 

西宮市教育委員会関係課 

西宮市立小学校校長会 

西宮市立中学校校長会 

西宮市立幼稚園園長会 

西宮市社会福祉協議会地域福祉課 

西宮市社会福祉事業団総務課 

実施内容 平成２４年度 

・代表者会議 1 回、実務担当者会議 4 回 

ケース検討会議 91 回開催。 

・講演会 1 回開催 

・みやっこ安心ネット通信 3 回発行 
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○第９号 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば） 

機能 ひろば型：週３日以上、１日５時間以上開設。 

以下の①～④の事業を実施。 

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

②子育て等に関する相談、援助の実施 

③地域の子育て関連情報の提供 

④子育て及び子育て支援に関する講座等の実施 

センター型：週５日以上、１日５時間以上開設。 

上記ひろば型①～④の事業に加え、以下⑤⑥の事

業を実施。 

⑤地域支援活動 

ア）公民館、公園などの公共施設等に出向き、親子交流活

動や子育てサークルへの援助活動等の地域支援活動を実

施すること。 

イ）地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要である

と判断される場合は、関係機関と連携・協力のうえ、当

該家庭へ訪問するなどの支援を実施すること。 

⑥市の事業全体にかかる取り組み 

ア）市全体における事業の質の向上に寄与する取り組みを

実施すること（例：情報共有やニーズの把握、人材育成

のための研修、プログラム開発、アセスメント指標の調

査・研究など）。 

イ）市内の子育て支援施設の地域遍在の解消及び量的拡充

に係る事業展開について、市と検討を行い、必要に応じ

て事業実施に係る支援を行うこと。 

実施施設  

子育て総合センター センター型 

児童館・児童センター（９箇所） ひろば型 

武庫川女子大学「武庫川女子大学子育てひろ

ば」 

ひろば型 

夙川学院短期大学「しゅくたん広場」 ひろば型 

関西学院大学子どもセンター「さぽさぽ」 センター型 

つぼみの子保育園「つぼみのひろば」 ひろば型 

まつぼっくり保育園「ほおずき子育てひろば」 ひろば型 
 

利用延べ人数 H24：165,530 人（保護者含む） 
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○第１０号 一時預かり 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、一

時的に預かる事業 

 

・保育所の一時預かり 

利用対象者 生後６ヶ月以上から就学前までの乳幼児 

利用時間 半日、一日または時間単位 

延べ利用者数 １０，９９７人（平成２４年度） 

（４時間未満利用を 0.5 人、４時間以上を１人として計算） 

（４時間未満：１，１４９人：４時間以上１０，４２２人） 

実施園（平成２５年６月１日現在） 

 時間 利用料 

1 なぎさ保育園 8 時～17 時 
0～1 歳半未満 600 円/1ｈ 

1 歳半以上 500 円/1ｈ 

2 新甲東保育園 8 時～18 時 

0 歳児 600 円/1ｈ  

1 歳児 500 円/1ｈ 

2 歳児～400 円/1ｈ 

3 安井保育園 9 時～17 時 
0～1 歳児 2,100 円/4ｈ  

2～5 歳児 1,400 円/4ｈ 

4 ひかり保育園 
9 時～17 時 

(土曜は 9 時～12 時) 

0～3 歳児未満 600 円/1ｈ  

3 歳児以上 500 円/1ｈ 

5 みどり園保育所 9 時～18 時 
0～1 歳半未満 600 円/1ｈ  

1 歳半以上 500 円/1ｈ 

6 東山ぽぽ保育園 9 時～17 時 
0～1 歳児 600 円/1ｈ  

2～5 歳児 500 円/1ｈ 

7 夙川宝保育園 9 時～17 時 

0 歳児 600 円/1ｈ  

1 歳児 500 円/1ｈ 

2 歳児～400 円/1ｈ 

8 ゆめっこ保育園 9 時～17 時 
0～2 歳児 500 円/1ｈ  

3～5 歳児 400 円/1ｈ 

9 ニコニコ桜保育園 9 時～17 時 
0～2 歳児 2,500 円/4ｈ  

3～5 歳児 2,000 円/4ｈ 

10 西宮夢保育園 9 時～16 時 2,000 円/4ｈ 

11 西北夢保育園 9 時～16 時 2,000 円/4ｈ 

12 武庫川女子大学附属保育園 9 時～17 時 
0～2 歳児 2,500 円/4ｈ  

3～5 歳児 2,000 円/4ｈ 

13 のぞみ保育園 9 時～16 時 2,000 円/4ｈ 

14 まつぼっくり保育園 9 時～17 時 

0 歳児 600 円/1ｈ  

1 歳児 500 円/1ｈ 

2 歳児～400 円/1ｈ 
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  ・幼稚園の預かり保育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施園は参考資料３を参照 

 

 

 

 

 

（国の第２回子ども・子育て会議基準検討部会資料より） 

（国の第３回子ども・子育て会議基準検討部会資料より） 
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○第１１号 病児・病後児保育事業  

地域の児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用ス

ペース等において看護師等が一時的に保育する事業、及び保育中に体調不良となった

児童を保育所の医務室等において看護師等が緊急的な対応等を行う事業で、市が実施

運営を委託。 

 病児保育ルーム 病後児保育ルーム 

実施場所 つぼみの子保育園病児保育

ルーム 

明和病院内病児保育ルーム 

事業内容 急な病気やけがで、家庭や

保育所等での集団生活が困

難な子どもを一時的に預か

る事業 

病気やけがの回復期で、家

庭や保育所等での集団生活

が困難な子どもを一時的に

預かる事業 

対象年齢 生後 6 か月以降から小学校

3 年生まで 

生後 57 日以降から小学校

3 年生まで 

定員 一日 6 人 一日 2 人 

利用条件等 入院を必要としない病気や

ケガであること 

※病気の急変の可能性が高

い場合や、感染性の強い

疾患の場合は不可 

・風邪や下痢など、子ども

が日常的にかかる病気 

・水ぼうそう、風しんなど

の感染症 

・ぜん息などの慢性疾患 

・骨折ややけどなどの外傷

性疾患 

病気やけがの回復期である

こと 

※発熱（38℃以上）、他の

児童への感染の恐れのあ

る場合は利用不可 

・風邪や下痢など、子ども

が日常的にかかる病気 

・水ぼうそう、風しんなど

の感染症・ぜん息などの

慢性疾患 

・骨折ややけどなどの外傷

性疾患 

※ 上 記 の 範 囲 で あ り 、 か

つ、回復期にあることが

利用条件 

対象児童 次のいずれにもあてはまる乳幼児 

・西宮市に居住していること 

・病気等で集団生活が困難で、病児・病後児保育ルームの

利用を医師から許可されていること 

（医療機関の受診が必要） 

・保護者の就労や病気、冠婚葬祭などの社会的理由で、家
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庭での保育が困難なこと 

利用時間 月～金 8：00～18：00 

土曜日 8：00～13：00 

（必要に応じて 7 日間まで継続利用可） 

日曜、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は利用

不可 

費用 利用料…1 日 2,000 円  

（土曜日も同額。生活保護世帯は減免制度あり）  

給食費…500 円（弁当持参も可）  

医療費…受診した場合は自己負担額実費等  

（医師連絡票の作成費用は保護者負担）  

延べ利用者数 

（平成２４年度） 

５２６人 ２０２人 
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○第１２号 ファミリー・サポート・センター事業 

地域の中で子どもを預け、預かりあい、地域ぐるみの子育て支援を目指すものです。

「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育ての手助けをしたい人（提

供会員）」が会員となって、依頼・提供・両方会員のいずれかに登録し、お互いが助

け合いながら、地域の中で育児の援助活動を行なう、会員制の組織で、市が相互援助

活動に関する連絡、調整を行うもの 

対象 健康児：０歳～小学６年生 

病 児：生後６ヶ月～小学６年生 

会員  

依頼会員 子どもを預けたい方 

0 歳から小学 6 年生までの子どもをお持

ちの方 

西宮市内在住または在勤者 

提供会員 西宮市内在住で、自宅で子どもが預かれ

る方 

子どもに関する資格または、子育て経験

のある心身ともに健康な方 

センターの実施する「保育サポーター養

成講座」を修了された方 

両方会員 提供と依頼のどちらも兼ねる方 
 

内容 ・保育所（園）、幼稚園の送り迎え 

・学校の放課後、または留守家庭児童育成センター終了後

の預かり 

・保育所の休みの日の預かり 

・病児の預かり（利用には、別途登録が必要です。） 

・会員の用事の時の預かりなど育児支援のための預かり

（例：沐浴援助、通院付き添い） 

利用料金  

曜日・時間 ３０分あたり料金 

月～金 7～19 時 400 円 健康児 

土・日・祝日・年末年始 

上記以外の時間 

450 円 

病児 月～土 

（土は右にプラス１００

円） 

（日・祝休業） 

7～  8 時   600 円 

8～18 時     500 円 

18 時～19 時 600 円 
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実績 登録会員数（依頼・両方会員※） 

 ２，９５０人（H25.3.31） 

登録会員数（提供・両方会員※） 

   ９０４人（H25.3.31）   ※うち両方会員１５０人 

活動回数 

 １２，３３０回（平成２４年度） 
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○第１３号 妊婦健康診査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑（国の子ども・子育て会議第１、２、３回基準検討部会資料より） 

西宮市の実施状況 

対象者 西宮市に住民登録のある妊婦 

助成回数 １４回（１度の妊娠につき１４回の助成。双子等の多胎は

１度の妊娠として扱う。） 

助成額 助成上限額 72,290 円 
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・HTLV-1 抗体検査用券(1 枚)･･･上限 7,290 円／回（消

費税含む）ただし、HTLV-1 抗体検査を受けない場合

は、上限 5,000 円（消費税含む） 

・通常券(13 枚)･･･上限 5,000 円／回（消費税含む） 

（健康保険適用外の自己負担額が対象。妊娠判定の費用や

診察を省いた検査のみでの使用は対象外。）  

対象期間 西宮市民となった日から出産日までで、西宮市に住民登録

のある期間 

対象健診・検査項目 ・血圧・体重測定等の基本健診  

・尿化学検査  

・血液検査｛血液型（ABO 血液型・Rh 血液型・不規則抗

体）、血算、血糖、梅毒血清反応、HBS 抗原、HCV 抗体

等の検査｝  

・超音波検査  

・B 群溶血性レンサ球菌検査（GBS）  

・クラミジア検査  

・風疹抗体検査  

・サイトメガロウィルス抗原検査（CMV）  

・子宮頸部細胞診（がん検査のみ）  

・HIV 抗体検査  

・膣分泌検査  

・NST（ノンストレステスト）  

・トキソプラズマ抗体検査  

・HTLV-1 抗体検査（ヒト T 細胞白血病ウイルス-I 型）  

・その他、医師が必要と判断する検査等 

助成対象外の健診・

検査項目等 

・妊娠判定  

・診察を省いた健診・検査  

・お薬代  

・健康保険適用の健診・検査  

・入院中の妊婦健診（自費診療の場合は対象とする）  

・妊婦健診に該当しない健診・検査 

平成 24 年度実績 申請者数 5,035 人 

(参考)母子健康手帳交付件数 4,896 人 

助成金額 285,634,784 円 

受診助成券利用総数 55,646 件 
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参考資料４ 

３ 新規事業の子ども・子育て支援法第５９条における定義 

利用者支援（１号） 子ども及びその保護者が、確実に子ど

も・子育て支援給付を受け、及び地域子ど

も・子育て支援事業その他の子ども・子育

て支援を円滑に利用できるよう、子ども及

びその保護者の身近な場所において、地域

の子ども・子育て支援に関する各般の問題

につき、子ども又は子どもの保護者からの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を

行うとともに、関係機関との連絡調整その

他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的

に行う事業 

実費徴収に係る補足給付を行う事業

（３号） 

支給認定保護者のうち、当該支給認定保

護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める基準に該当す

るもの（以下この号において「特定支給認

定保護者」という。）に係る支給認定子ども

が特定教育・保育、特別利用保育、特別利

用教育、特定地域型保育又は特例保育（以

下この号において「特定教育・保育等」と

いう。）を受けた場合において、当該特定支

給認定保護者が支払うべき日用品、文房具

その他の教育・保育に必要な物品の購入に

要する費用又は特定教育・保育等に係る行

事への参加に要する費用その他これらに類

する費用として市町村が定めるものの全部

又は一部を助成する事業 

多様な主体が本制度に参入することを

促進するための事業（４号） 

特定教育・保育施設等への民間事業者の

参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施

設等の設置又は運営を促進するための事業 

第３号、第４号については、国の子ども・子育て会議においても、検討されていない

（「第３回基準検討部会において次回以降検討」とされている） 


